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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 15年 8月 28日 (2003.8.28)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 多 数 の 構 成 要 素 を 備 え た 製 品 の 構 成 方 法 で あ っ て 、
　 ・ 各 構 成 要 素 に 対 し て 、 上 記 構 成 要 素 に 対 す る 複 数 の 選 択 肢 に て な る グ ル ー プ に 関 連 し
た 情 報 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 異 な る 複 数 の 構 成 要 素 か ら の 複 数 の 選 択 肢 間 の 互 換 性 に 関 す る ル ー ル を 定 義 す る こ と
と 、
　 ・ 上 記 ル ー ル を 有 向 非 循 環 グ ラ フ （ Ｄ Ａ Ｇ ） に 表 現 す る こ と と を 含 み 、
　 ・ － 構 成 要 素 を 選 定 す る こ と と 、
　 　 － こ の 構 成 要 素 に 対 す る 複 数 の 選 択 肢 に て な る グ ル ー プ か ら １ つ の 選 択 肢 を 選 択 す る
こ と と 、
　 　 － 上 記 選 択 さ れ た 選 択 肢 が 他 の 構 成 要 素 か ら の 他 の 選 定 さ れ た 選 択 肢 と の 互 換 性 を 有
す る か 否 か に つ い て Ｄ Ａ Ｇ を チ ェ ッ ク す る こ と と
を 繰 り 返 す こ と に よ り 、 上 記 製 品 を 反 復 的 に 構 成 す る こ と を 含 む 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 反 復 的 に 構 成 す る こ と は 、 各 構 成 要 素 に つ い て １ つ の 選 択 肢 が 選 定 さ れ た 時 点 で あ
っ て 、 か つ 上 記 複 数 の 構 成 要 素 に 係 る 選 定 さ れ た 複 数 の 選 択 肢 が 互 換 性 を 有 す る 時 点 に お
い て 終 了 さ れ る 請 求 項 １ 記 載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 上 記 選 択 肢 を 選 択 す る ス テ ッ プ は 、 上 記 選 択 肢 の 選 択 以 前 に 、
　 ・ 上 記 Ｄ Ａ Ｇ を 使 用 し て 、 上 記 構 成 要 素 の う ち の 少 な く と も １ つ の 構 成 要 素 に つ い て 、
上 記 構 成 要 素 に 対 す る 選 択 肢 に て な る サ ブ セ ッ ト を 、 上 記 サ ブ セ ッ ト に お け る 選 択 肢 の 各
々 が 他 の 構 成 要 素 か ら の 選 定 さ れ た 選 択 肢 と の 互 換 性 を 有 す る よ う に 決 定 す る こ と と 、
　 ・ こ の 情 報 を ユ ー ザ に 提 供 す る こ と と を 含 む 請 求 項 １ 乃 至 ２ の う ち の い ず れ か の 請 求 項
に 記 載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 記 構 成 要 素 と 選 択 肢 と を 選 定 す る ス テ ッ プ は さ ら に 、 上 記 構 成 要 素 の 各 々 に つ い て 、
　 ・ 上 記 Ｄ Ａ Ｇ を 使 用 し て 、 上 記 構 成 要 素 の ど の 選 択 肢 が 他 の 構 成 要 素 の 各 々 の 少 な く と
も １ つ の 選 定 さ れ た 選 択 肢 と の 互 換 性 を 有 す る か を チ ェ ッ ク す る こ と と 、
　 ・ ユ ー ザ に こ の 情 報 を 提 供 す る こ と と 、
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　 ・ 上 記 ユ ー ザ が 、 上 記 他 の 構 成 要 素 の 各 々 に 対 す る 選 定 さ れ た 選 択 肢 の う ち の 少 な く と
も １ つ と の 互 換 性 を 備 え た 選 択 肢 の う ち の １ つ を 選 択 で き る よ う に す る こ と と を 含 む 請 求
項 １ 乃 至 の う ち の い ず れ か の 請 求 項 に 記 載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 ５ 】
　 上 記 ル ー ル を 上 記 Ｄ Ａ Ｇ に お い て 表 現 す る ス テ ッ プ は 、 上 記 ル ー ル を 、
　 ・ 少 な く と も １ つ の 終 端 ノ ー ド と 、
　 ・ － 複 数 の 可 能 な 互 い に 素 な 結 果 を 有 す る 数 式 、 及 び 、
　 　 － 上 記 式 の 可 能 な 結 果 の 個 数 に 対 応 す る 多 数 の ポ イ ン タ を 備 え た 複 数 の ノ ー ド と を 備
え た グ ラ フ に お い て 表 現 す る こ と を 含 み 、
　 ・ 上 記 ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ の ノ ー ド の ポ イ ン タ は 他 の ノ ー ド を 示 し 、
　 ・ 上 記 ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ の ノ ー ド の ポ イ ン タ は 少 な く と も １ つ の 終 端 ノ ー
ド の う ち の １ つ を 示 し 、
　 ・ 上 記 ノ ー ド の う ち の 少 な く と も １ つ の ノ ー ド は 最 上 位 置 の ノ ー ド で あ り 、 １ つ 又 は 複
数 の パ ス は こ の 最 上 位 置 の ノ ー ド か ら 上 記 少 な く と も １ つ の 終 端 ノ ー ド の う ち の １ つ へ 上
記 ノ ー ド の う ち の １ つ 又 は 複 数 の ノ ー ド と そ の ポ イ ン タ と を 介 し て 画 成 さ れ 、 各 ノ ー ド は
少 な く と も １ つ の パ ス の 一 部 で あ る 先 行 す る い ず れ か の 請 求 項 に 記 載 の 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 ル ー ル を 上 記 Ｄ Ａ Ｇ に お い て 表 現 す る ス テ ッ プ は 、 複 数 の ノ ー ド を 備 え た Ｄ Ａ Ｇ に
お い て 上 記 ル ー ル を 表 現 す る こ と を 含 み 、 上 記 複 数 の ノ ー ド の 数 式 は 、 各 ノ ー ド に つ い て
、 実 際 の ノ ー ド の 式 が 上 記 実 際 の ノ ー ド の ポ イ ン タ に よ っ て 示 さ れ た 任 意 の ノ ー ド の 式 よ
り 低 位 で あ る よ う に 所 定 の 順 序 付 け に 従 っ て 配 列 さ れ る 請 求 項 の う ち の い ず れ か
の 請 求 項 に 記 載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 上 記 ル ー ル を 上 記 Ｄ Ａ Ｇ に お い て 表 現 す る ス テ ッ プ は 、
　 ・ 各 ル ー ル を 論 理 式 と し て 表 現 す る こ と と 、
　 ・ 各 論 理 式 か ら 、 上 記 式 に 対 す る 可 能 な 解 に て な る セ ッ ト を 表 現 す る 部 分 的 な Ｄ Ａ Ｇ を
構 成 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 論 理 式 の 各 々 を 表 現 す る 上 記 部 分 的 な Ｄ Ａ Ｇ か ら 全 て の ル ー ル を 表 現 す る Ｄ Ａ Ｇ
を 構 成 す る こ と と を 含 む 請 求 項 の う ち の い ず れ か の 請 求 項 に 記 載 の 製 品 の 構 成 方
法 。
【 請 求 項 ８ 】
　 上 記 選 択 肢 が 互 換 的 で あ る か 否 か に つ い て 上 記 Ｄ Ａ Ｇ を チ ェ ッ ク す る ス テ ッ プ は 、 最 上
位 置 の ノ ー ド か ら 終 端 ノ ー ド ま で の パ ス に 関 し て 上 記 Ｄ Ａ Ｇ を 検 索 す る こ と を 含 み 、 上 記
検 索 は 、
　 ・ 実 際 の ノ ー ド と し て 最 上 位 置 の ノ ー ド か ら 開 始 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 実 際 の ノ ー ド が 終 端 ノ ー ド に な る ま で 、
　 　 － 上 記 実 際 の ノ ー ド に お け る 数 式 を 評 価 し て 、 そ の 結 果 を 他 の 構 成 要 素 か ら 選 定 さ れ
た 選 択 肢 に 照 ら し て 決 定 し 、
　 　 － 上 記 結 果 を 表 現 す る ノ ー ド の ポ イ ン タ を 選 択 し 、
　 　 － 上 記 選 択 さ れ た ポ イ ン タ に よ っ て 示 さ れ る ノ ー ド を 実 際 の ノ ー ド と し て 選 択 す る こ
と を 反 復 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 選 定 さ れ た 選 択 肢 に 関 す る 情 報 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 パ ス に 関 す る 情 報 は 上 記 選 定 が 互 換 的 で あ る こ と を 表 現 す る こ と と を 含 む 請 求 項

記 載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 ９ 】
　 上 記 製 品 を 反 復 的 に 構 成 す る ス テ ッ プ は 、 さ ら に 、
　 ・ 構 成 要 素 と 選 択 肢 の 各 対 に つ い て 、 上 記 対 の 状 態 に 係 る 分 類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 複 数 の 結 果 に て な る リ ス ト の う ち の １ つ に 、 ブ ロ ッ ク さ れ た 状 態 、 選 択 可 能 な 状 態 、
ユ ー ザ が 選 択 し た 状 態 、 シ ス テ ム が 選 択 し た 状 態 、 又 は 強 制 状 態 を 含 む 分 類 を 採 用 す る こ
と と 、
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　 ・ 他 の 構 成 要 素 に 対 す る 選 択 肢 の 選 定 を 考 慮 す る ま で も な く 、 上 記 構 成 要 素 に 上 記 選 択
肢 を 選 定 す る こ と が で き な い 場 合 は 、 ブ ロ ッ ク さ れ た 状 態 の 分 類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 構 成 要 素 に 対 す る 選 択 肢 が 他 の 構 成 要 素 の 選 定 さ れ た 選 択 肢 と の 互 換 性 を 有 す る
場 合 は 、 選 択 可 能 な 状 態 の 分 類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 構 成 要 素 に 上 記 選 択 肢 が 既 に 選 定 さ れ て い る 場 合 は 、 ユ ー ザ が 選 択 し た 状 態 の 分
類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 選 択 肢 が 、 他 の 構 成 要 素 の 選 定 さ れ た 選 択 肢 と の 互 換 性 を 有 す る 上 記 構 成 要 素 に
と っ て 唯 一 の 選 択 肢 で あ り 、 か つ 上 記 選 択 肢 が ユ ー ザ に よ っ て ま だ さ れ て い な い 場 合
は 、 シ ス テ ム が 選 択 し た 状 態 の 分 類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 構 成 要 素 に 上 記 選 択 肢 を 選 定 可 能 で あ る が 、 こ れ が 他 の 構 成 要 素 の 選 定 さ れ た 他
の 選 択 肢 の 幾 つ か と の 互 換 性 を 持 た な い 場 合 は 、 強 制 状 態 の 分 類 を 提 供 す る こ と と 、
　 ・ 上 記 分 類 に 関 す る 情 報 を ユ ー ザ に 提 供 す る こ と を 含 む 先 行 す る い ず れ か の 請 求 項 に 記
載 の 製 品 の 構 成 方 法 。
【 請 求 項 １ ０ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ 上 で 実 行 さ れ る と 、 先 行 す る い ず れ か の 請 求 項 に 記 載 の 方 法 に 係 る 全 て の
ス テ ッ プ を 実 行 す る よ う に 適 応 化 さ れ た コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム コ ー ド 手 段 を 備 え た コ ン
ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ １ 】
　 コ ン ピ ュ ー タ が 読 み 取 り 可 能 な 媒 体 上 に 具 現 さ れ た 請 求 項 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ
グ ラ ム 。
【 請 求 項 １ ２ 】
　 請 求 項 記 載 の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム を 備 え た コ ン ピ ュ ー タ が 読 み 取 り 可 能 な 媒 体
。
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